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令和４年第３回豊頃町議会定例会会議録（第１号） 

令和４年９月８日（木曜日）   

 

◎議事日程 

日 程 第  １    会議録署名議員の指名 

日 程 第  ２    会期の決定 

日 程 第  ３  委員会報告第６号  議会運営委員会所掌事務調査結果報告 

日 程 第  ４  委員会報告第７号  総務文教常任委員会所管事務調査結果報告 

日 程 第  ５  委員会報告第８号  産業厚生常任委員会所管事務調査結果報告 

日 程 第  ６  承 認 第 ２ 号  専決処分の承認（令和４年度豊頃町一般会計補

正予算（第２号）） 

日 程 第  ７  報 告 第 ２ 号  専決処分した損害賠償額の決定 
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日 程 第  ９  議 案 第 ４ ０ 号  令和４年度豊頃町一般会計補正予算（第３号） 

日 程 第 １ ０  議 案 第 ４ １ 号  令和４年度豊頃町介護保険特別会計補正予算

（第１号） 
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予算（第１号） 

日 程 第 １ ２  議 案 第 ４ ３ 号  令和４年度豊頃町医療施設特別会計補正予算

（第１号） 

日 程 第 １ ３  議 案 第 ４ ４ 号  令和４年度豊頃町簡易水道特別会計補正予算

（第２号） 

日 程 第 １ ４  議 案 第 ４ ５ 号  年末年始の休業日の見直しに伴う関係条例の整

理に関する条例の制定 

日 程 第 １ ５  議 案 第 ４ ６ 号  豊頃町職員の育児休業等に関する条例の一部改

正 

日 程 第 １ ６  議 案 第 ４ ８ 号  工事請負契約の締結 
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  午前１０時００分 開会 

 

       ◎ 開会宣告 

●藤田議長 ただいまから、令和４年第３回豊頃町議会定例会を開会します。 

 

       ◎ 開議宣告 

●藤田議長 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

       ◎ 諸般の報告 

●藤田議長 議事に入る前に、諸般の報告を行います。 

 事務局長に諸般の報告をさせます。 

 山田事務局長。 

●山田事務局長 諸般の報告を申し上げます。 

 ５番、杉野好行議員から本日の議会を欠席する旨の届出がありましたので御報告い

たします。 

議会事務局報告及び議員派遣の結果報告につきましては、お手元に配付のとおりで

ございます。 

 次に、監査委員より令和４年５月から令和４年７月までの例月現金出納検査報告書

の提出がありました。なお、報告書はお手元に配付のとおりであります。 

 以上です。 

●藤田議長 これで、諸般の報告を終わります。 

 

       ◎ 行政報告 

●藤田議長 次に、町長から行政報告の申出がありましたので、これを許します。 

 按田町長。 

●按田町長 令和４年第３回豊頃町議会定例会行政報告を申し上げます。 

 初めに、新型コロナウイルスワクチン接種の進捗状況についてであります。 

 ４回目のワクチン接種対象者は、３回目ワクチン接種終了から５か月以上経過し、

満６０歳以上の方及び１８歳以上６０歳未満で基礎疾患（慢性の呼吸器の病気等）を

有する方又は、重症化リスクが高いと医師が認める方が対象となっており、７月２２

日から医療従事者等も接種対象に追加されました。 

６０歳以上の対象者１,２７２人には、６月７日から接種券を順次発送し、７月２

日から８月７日までの土曜日及び日曜日の計７回、保健センター及び大津地域コミュ



－ 6 － 

ニティセンターにおいて１,１１７人接種、８７.８パーセントの接種率となり、６０

歳未満の基礎疾患等のある方は５人、医療従事者等は５０人の接種を実施いたしまし

た。 

なお、集団接種終了後は、町立豊頃医院での個別接種により対応しております。 

また、従来株に由来する成分とオミクロン株（ＢＡ.１）の２種類を組み合わせた

２価ワクチンの接種が今後開始される予定で、このワクチンは、現在国内で流行して

いる（ＢＡ.５）に対してもウイルスの働きを抑制する効果があるといわれていま

す。 

なお、６月以降の感染者数は累計１３２名で、保育所９名、児童・生徒・教職員４

１名、町民８２名となっております。 

今後の接種にかかる予定については、国から正式な通知があり次第、速やかに実施

できるよう準備を進めてまいります。 

次に、農作物の収穫・育成及び秋さけ漁の状況等についてであります。 

農作物の生育・収穫状況については、既に収穫の終了した秋まき小麦は６月の低温

寡照により生育のばらつきが生じ、７月中旬以降の高温多雨により成熟が早まったこ

とから、例年よりも若干早く７月下旬から収穫作業が開始され、８月初旬に終了した

ところです。収量については乾麦で９.２俵と昨年を下回る状況でありました。 

また、町内の現在の作況については、８月２４日、２年ぶりに豊頃町農業改良推進

協議会による作況調査を実施したところ、春先から比較的天候に恵まれたことから、

農作業は概ね順調に進み、６月頃までの少雨、７月中旬以降の高温多雨により一部農

作物の生育に影響が出ているものの、概ね平年並みの収量が見込めるとの調査結果と

なったところです。 

今後、台風等の時期を迎え、収穫への影響が懸念されるところですが、被害がなく

豊穣の出来秋を迎えられることを願っております。 

一方、ロシアによるウクライナ侵攻など不安定な世界情勢や急激な円安により、肥

料価格の上昇が著しく、農業生産コストの上昇を引き起こす状況となっております。

今後、国の対策事業が本格化する見通しであることから、本町としましても営農コス

トの軽減、安定生産体制の維持に向け、農業協同組合と協議の上、対応していきたい

と考えております。 

次に酪農、畜産業の状況です。作況調査においては一番草の収穫時期の降雨により

収穫作業が一部遅延し、二番草の生育には圃場間の格差が見られておりますが、デン

トコーンを含め順調な生育で推移しているとの結果であります。 

しかし、一昨年から続く新型コロナウイルスの蔓延等に起因する外食産業の低迷に

より、牛乳、畜産物の消費の鈍化や販売価格の低迷、昨今の海外情勢や円安による肥
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料、飼料高騰など、酪農、畜産業を取り巻く生産環境は厳しい状況を迎えており、生

乳の生産者価格の改定がなされたとはいえ、消費・需要の回復は先が見えない状況が

続いており、一刻も早い生産環境の復調を望んでおります。 

また、本年４月以降発生が続いている牛ヨーネ病等の対応については、全酪農家及

び畜産農家を対象とする検査を今年度と来年度の２年間で実施します。現在の検査状

況につきましては、４月及び７月に１６農場１,７２５頭の検査を行い、１０農場か

ら１９頭の陽性牛が発生しております。 

来年度については、１５農場５,２８９頭を対象に、４月と７月の２回に分け実施

される予定ですが、ヨーネ病発生農場の所有する牛の移動が制限され、経済的損失が

大きいことから、全町的な疾病抑制対策に向け豊頃町家畜自衛防疫組合による牛舎消

毒を実施し衛生管理の徹底を図り、法律で定めている３年間の同居牛の検査に備えて

まいります。 

次に、８月１０日、音更町で開催された第１２回全国和牛能力共進会北海道最終選

抜会において、本町の和牛生産者２戸、それぞれ１頭が栄誉ある成績を収めました。 

これに伴い１０月６日から鹿児島県霧島市で開催される第１２回全国和牛能力共進

会に、本町から選抜された２頭が出陳されることから、関係機関と連携し支援してま

いります。 

次に水産業の状況ですが、過日公表された漁期前の秋サケ来遊予測は、３年ぶりに

前年比増となる予測であるものの、依然として低水準な状況が続いております。この

ため産卵親魚の河川への遡上促進を目途に３日間の操業自粛を行い、９月２日に陸

網、９月４日に沖網を設置し、サケ定置網漁業が開始されました。 

水揚げに関しては９月３日から開始され、今後盛漁期を迎えることから、漁期前予

想を覆す豊漁と安全操業となるよう願っております。また、昨年大きな漁業被害をも

たらした道東海域の赤潮に関しては、定期的な海水モニタリング等の調査が実施され

ており、昨年の収束宣言以降、有害赤潮生物の発生は確認されておらず、一過性の被

害で収束することを願っております。 

さらに先の十勝川の出水により、沿岸に多くの流木が漂着しましたが、再流出によ

る漁網被害を低減させるよう帯広開発建設部池田河川事務所、帯広建設管理部浦幌出

張所による一時集積作業が実施され、一部の地域においては今後も作業が継続実施さ

れることとなっており、引き続き被害軽減が図られるよう要請して参ります。 

 続きまして、８月１５日から１６日にかけての十勝北部の大雨による被害の状況に

ついてであります。 

 ８月１５日夜から１６日にかけ断続的に雨が降り続き、道東と道央を結ぶ国道２７

４号の日勝峠では土砂崩れが発生し、車１９台がおよそ５時間にわたり立ち往生する
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など、北海道内各地で河川の氾濫、低い土地の浸水、土砂災害に備えた避難指示等、

地域住民の命を守る活動が速やかに行われました。 

本町においては、８月１５日午後１時３８分に育素多排水機場が基準水位に達した

ことから稼働し、礼作別樋門、幌岡締切樋門、育素多第二樋門なども閉鎖水位に達し

たことから、それぞれ閉鎖をしました。 

本町の雨量は８月１６日午前１０時頃をピークに減少しましたが、十勝上流部の雨

量は断続的に増加し、さらに山間部のダムから放流が開始されたことから、最下流の

本町の十勝川水位が上昇することが見込まれたため、帯広開発建設部池田河川事務所

へ内水排水ポンプ車の稼働要請を行いました。 

同日午後３時４５分時点で安骨樋門の外水位は５.０、内水位は４.９９メートルで

、安骨樋門周辺農地は冠水しておりませんでしたが、さらに十勝川水位の上昇が予測

されたことから、樋門を閉鎖し同午後７時３０分に要請により配置された排水ポンプ

車を稼働しました。 

また、礼作別樋門の閉鎖に伴い統内、礼作別方面の堤内排水の水位が上昇したた

め、町所有の移動内水排水ポンプを稼働させ、排水作業にあたりました。 

これによる農地の被害に関しましては、大豆３.６、小豆３８.５、馬鈴薯１４.

８、てん菜４.１、牧草１３.９ヘクタールなど計７２.２ヘクタールが冠水被害を受

けたところです。 

さらに、十勝川上流部で発生した流木が大量に流出したため、太平洋沖では流木が

浮遊し沿岸部に打ち寄せられる等、秋サケ漁にも影響が懸念される状況となりまし

た。 

このため、十勝川上流部の雨により最下流域の自治体の農業被害と漁業被害は計り

知れないことから、８月１９日に帯広開発建設部池田河川事務所及び十勝総合振興局

に今回の被害状況を報告するとともに、今後の対策について十分配慮した取り組みを

強く要望してきたところです。 

また、町としてもこれまでの冠水被害等から、排水するための施設の必要性を明ら

かにして要請活動を確実に行い施設整備に取組んでまいります。 

 次に、水道料金の減免についてであります。 

新型コロナウイルス感染症対策や原油価格を始めとする物価の高騰などにより家計

の経済的負担が増嵩するなか、町民生活や事業者等の経済的負担を軽減するため、地

方創生臨時交付金を活用して、町の簡易水道利用者に対して水道料金を減免し、他町

の簡易水道を利用している町民及び自家水利用者には、減免額相当を助成することと

し、補正予算を本議会に提案させていただきました。 

具体的には、令和４年１０月分から令和５年３月分までの６か月を対象月として、
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水道基本料金を毎月免除することとし、対象とする用途区分は一般用、営業用、団体

用、工場用、収容施設用の５区分で、件数は１,４００件程度となります。また、本

町内で他町の簡易水道を利用している場合や、簡易水道を利用しないで自家水のみを

利用している場合は、申請により本町の水道基本料金相当額を基本として、最大６か

月分を助成することといたします。 

 最後に、大津地区の津波避難等の計画についてであります。 

 ７月２８日、北海道が日本海溝・千島海溝沿いを震源とする巨大地震の被害想定を

公表したことを受け、８月３日、大津地域コミュニティセンターで住民説明会を開催

いたしました。 

説明会には大津地区住民約３０名が出席し、道発表の被害想定、大津地域における

避難の基本的な考え方、現在整備中のトンケシ津波緊急避難場所の整備状況などにつ

いて説明いたしました。 

 今回の被害想定や津波災害警戒区域の見直しに伴い、現在豊頃町地域防災計画及び

ハザードマップの改定作業を行っているところであります。 

また、日本海溝・千島海溝型地震特別措置法改正により、特に甚大な津波被害の恐

れのある「津波避難対策特別強化地域」に指定される予定であり、それにより国の補

助率が嵩上げになることを見込み、現在整備中のトンケシ津波緊急避難場所の整備に

加えて、地震による避難路の寸断を想定し、港を迂回する道道からトンケシ津波緊急

避難場所へ直接接続する避難路など多様な避難経路の整備や、防災倉庫、発電機、そ

の他津波被害を低減させるための防災設備の整備を検討してまいります。 

以上、行政報告を終わります。 

●藤田議長 これで、行政報告は終わりました。 

 

       ◎ 会議録署名議員の指名 

●藤田議長 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、２番小笠原茂人議員及び

３番坂口尚示議員を指名します。 

 

       ◎ 会期の決定 

●藤田議長 日程第２ 会期の決定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から９月１６日までの９日間にしたいと思います。 

御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 
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●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会の会期は、本日から９月１６日までの９日間に決定しまし

た。 

 

       ◎ 委員会報告第６号 

●藤田議長 日程第３ 委員会報告第６号議会運営委員会所掌事務調査結果報告の件

を議題とします。 

 本件について、委員長の報告を求めます。 

 大崎議会運営委員長。 

●大崎議会運営委員長 委員会報告第６号議会運営委員会所掌事務調査結果報告書。 

 本委員会の所掌事務について、調査の結果を次のとおり、会議規則第７７条の規定

により報告します。 

 記。 

 １、調査事件。 

(１)令和４年第３回豊頃町議会定例会の議会運営に関する事項。 

 ２、調査期日。 

令和４年９月５日。 

３、調査の経過。 

(１)令和４年第３回豊頃町議会定例会の議会運営に関する事項。 

令和４年９月１日招集告示のあった令和４年第３回豊頃町議会定例会の議会運営に

関する事項について、９月５日に委員会を開催し、会期及び会期日程等について協議

を行った。 

(２)議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項。 

 「豊頃町議会の個人情報の保護に関する条例」を制定する必要があるため、同日の

委員会において、検討及び協議を行った。 

 ４、調査の結果。 

(１)令和４年第３回豊頃町議会定例会の議会運営に関する事項。 

ア、会期及び会期日程等については、９月１６日を会期最終日とすることとして日

程を調整した。 

イ、系統議長会等からの意見書の提出要請については、令和４年第２回定例会閉会

後に受理したものは１件であり、本町議会の運営基準に基づき、所管の委員会へ付託

することなく産業厚生常任委員長が提出者となり、他の委員が賛成者となって、定例

会３日目に意見書案を提出するものとした。 

ウ、陳情書の取り扱いについては、令和４年第２回定例会閉会後に受理したものは
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１件であり、本町議会の運営基準に基づき、議員配付にとどめるものとした。 

エ、本会議において決算認定の審議が行われることに伴い、議長から会議規則第５

５条（質疑回数の制限）の規定を適用しない旨を会議に諮ることとした。 

 オ、所管事務調査等のための各常任委員会開催については、定例会初日の９月８日

に開催するよう日程を調整した。 

 カ、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、議場内の各席に飛沫防止用ア

クリル板を設置するとともに、議場入場時における手指のアルコール消毒、議場内で

のマスク等の着用を取り進めることとした。 

(２)議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項。 

 ア、豊頃町議会の個人情報の保護に関する条例の制定については、執行機関が定め

る条例等との調整を行い、議会運営委員会が全国町村議会議長会から示された条例

（例）に則り条例（案）を検討し、委員長が条例制定の提出者となり１２月定例会ま

たは３月定例会に議員発議により提出するよう調整した。 

 以上。 

●藤田議長 これから、質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 したがって、委員会報告第６号は報告済みとします。 

 

       ◎ 委員会報告第７号 

●藤田議長 日程第４ 委員会報告第７号総務文教常任委員会所管事務調査結果報告

の件を議題とします。 

本件について、委員長の報告を求めます。 

 小笠原総務文教常任委員長。 

●小笠原総務文教常任委員長 委員会報告第７号総務文教常任委員会所管事務調査結

果報告書。 

本委員会の所管事務について、調査の結果を次のとおり、会議規則第７７条の規定

 により報告します。 

１、調査事項。 

(１)本町の防災減災対策における大津住民の避難体制及びトンケシ緊急避難所整備

の状況について。 

２、調査の方法。 

説明聴取及び現地調査。 
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３、調査期日。 

令和４年７月２９日。 

４、調査の経過と結果。 

大津地区住民を津波被害から守るための避難体制及び新たに整備が計画されている

トンケシ緊急避難場所整備等の状況について調査を実施した。 

(１)大津住民の避難体制について。 

今年度中に「豊頃町地域防災計画」及び「ハザードマップ」の改定を行うが、津波

災害警戒区域の見直しなどに伴う大津地域での浸水想定高自体は低くなっており津波

による浸水域は基本的に変わっていないことから、大津地区住民の避難については、

国道３３６号避難場所への避難を前提とすることに変更はない。しかし、新たに公表

された津波到達時間(７分から２３分)や最大津波高(２２.３メートル)、地震等によ

る道路寸断なども想定し、新たにトンケシ緊急避難場所の整備を行っている。 

(２)大津地区津波住民避難訓練について。 

地震等により道道大津旅来線が寸断され国道３３６号線に出られないことなどを想

定してトンケシ緊急避難場所を整備しているが、津波発生時の大津住民の基本的な避

難の考え方としては、陸側に向かって避難することが前提となることから、避難訓練

については、従来どおり陸側（国道３３６号線に面して設けられた「津波緊急避難場

所」）に逃げることを想定して実施することとしている。 

(３)トンケシ緊急避難場所の整備計画について。 

日本海溝・千島海溝巨大地震対策の特別措置法改正により、大津地域が特別強化地

域に指定された場合、国からの補助率の嵩上げが見込まれるところであり、それらを

活用して順次整備を実施していく予定である。 

令和４年度においては、「トンケシ緊急避難場所避難路調査設計業務（４１８万円

）」及び「トンケシ緊急避難場所避難路改良工事（３,７９５万円）」を施工し整備

するとともに、今後補正により「トンケシ緊急避難場所防災備蓄資材庫」の設置も予

定している。 

また、令和５年度以降には、漁港迂回道路からトンケシ高台に接続する新たな避難

経路など、多様な避難経路の検討を行うとともにトンケシ緊急避難場所防災備蓄資材

庫への防災備品の拡充を図ることとしている。 

(４)大津地区住民への周知について。 

トンケシ緊急避難場所の整備計画を含めた今後の避難体制及び北海道から示された

日本海溝・千島海溝沿いを震源とする巨大地震の被害想定結果についての大津地区住

民説明会を、令和４年８月３日に大津コミセンで実施することとしている。 

５、まとめ。 
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本調査では、大津地区住民を津波被害から守るための避難体制及び新たに整備が計

画されているトンケシ緊急避難場所整備等の状況について現地視察を含め調査を実施

した。 

トンケシ緊急避難場所整備については、大津住民が津波発生時に避難をするための

選択肢を増やすためのものとして有効であることが確認できた。 

しかし、現在は大津市街地から直接トンケシ高台に通じる道路がないことから、今

後は、大津市街地から直接トンケシ高台に接続するための新たな避難経路など、多様

な避難経路を早急に検討する必要があるとの意見と、道路が寸断された場合の徒歩で

の避難については、避難タワーの設置や避難艇の配置などを更に検討することも必要

ではないかとの意見が出された。 

また、大津地域住民には、自主防災組織を含め現在実施している避難訓練により、

津波発生時に確実に避難が完了できるよう、十分な説明と周知が必要との意見も出さ

れた。 

今後においては、大津地区に限らず防災体制をより強固なものとするには、町民 

及び関係機関との関わりを密にし、町全体で災害に強いまちづくりの取組みを進める

べきとの意見が出された。 

以上。 

●藤田議長 これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 したがって、委員会報告第７号は報告済みとします。 

 

◎ 委員会報告第８号 

●藤田議長 日程第５ 委員会報告第８号産業厚生常任委員会所管事務調査結果報告

の件を議題とします。 

 本件について、委員長の報告を求めます。 

 坂口産業厚生常任委員長。 

●坂口産業厚生常任委員長 委員会報告第８号産業厚生常任委員会所管事務調査結果

報告書。 

本委員会の所管事務について、調査の結果を次のとおり、会議規則第７７条の規定

により報告します。 

記。 

１、調査事項。 

(１)農作物の作況について。 
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２、調査の方法。 

資料による検討と説明聴取及び現地調査。 

３、調査期日。 

令和４年８月２４日。 

４、調査の経過と結果。 

(１)農作物の作況について。 

町内の農作物の作況について、８月２４日に開催された町農業改良推進協議会が主

催する作況調査に同行して調査した。 

調査当日は、町内の９圃場８作物について１圃場ごとの作物の草丈、着筴数などの

生育状況や、病害虫の発生状況、農作業の進捗状況及び今後の注意事項などについて

説明を受けた。 

本年は、馬鈴薯の植付作業、てん菜の移植作業及び大豆、小豆のは種作業は平年並

みかやや早めに行われたが、降雨の影響により直播栽培のてん菜、金時及び手亡のは

種作業は平年より遅れて行われた。 

調査時点での作物ごとの生育状況は、てん菜については、草丈、葉数及び根周は平

年より良く生育は順調であったが、一部で多雨による湿害等が散見され、今後も高温

多湿による褐斑病の発生リスクは高い状況となっている。馬鈴薯については、６月上

旬までは少雨であったが、その後は高温多湿で推移したため、軟弱徒長となり倒伏も

多くなっており、１株当たりのいも数はやや少なく、１個当たりのいも重も小さい傾

向である。豆類は、発芽後は高温傾向で、降雨もあり、茎葉の生育は平年並みから上

回る傾向で推移し、開花は大豆、小豆及び手亡が平年よりやや早く、金時は平年並み

となり、豆類全般的に平年に比べ草丈は高いが、莢数は小豆以外少ない状態となって

いる。 

牧草については、一番草の収穫作業は平年並みに始まったが、降雨の影響により

ロール体系の収穫作業ができず、平年より１３日遅れて作業が終了し、収量は平年並

みの見込みとなっている。二番草については、草丈がやや長い状況で平年並みの生育

であるが、一番草の収穫時期の差で、圃場間の差は大きくなっている。 

なお、すでに収穫作業の終了した秋まき小麦については、根雪が１月上旬と遅く、

３月にも降雪があったために起生期は遅くなり、その後は平年並みからやや早く推移

していたが、６月上旬の低温寡照により生育が鈍化し、出穂から開花がばらつき、６

月下旬からの高温多雨や低温気温、７月中旬以降の多雨の影響で根傷みが進んだた

め、成熟期が平年より早くなり、収穫作業も平年より早く始まり早く終了し、収量は

乾麦で反収が概ね９.２俵、製品反収では約８俵と昨年を下回る結果が見込まれてい

る。 
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調査時点での状況は以上のとおりであるが、今後の台風等により作物への影響が懸

念されるところである。 

また、今後においては、病害虫による被害、霜の降りる時期によっては豆類の収穫

に悪影響を及ぼすことも考えられる。 

 全町的に中長期的な明・暗渠排水などの農地基盤整備対策により、安定的な収量確

保に向けた対策を講じることや、本格的な収穫期を迎えるに当たり、農作業事故の注

意を喚起するよう関係機関等を通して指導の徹底を求めるなどの意見が出された。 

 以上。 

●藤田議長 これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 したがって委員会報告第８号は報告済みとします。 

 

◎ 承認第２号 

●藤田議長 日程第６ 承認第２号専決処分の承認を求めることについてを議題とし

ます。 

 本件について、提出理由の説明を求めます。 

 熊谷総務課長。 

●熊谷総務課長 議案書１１ページを御覧ください。 

 承認第２号専決処分の承認を求めることについて御説明いたします。 

 本案は令和４年５月１３日第２回臨時会において行政報告をいたしました令和４年

４月４日に発生した公用車の事故に係る損害賠償に要する予算として地方自治法第１

７９条第１項の規定に基づき、令和４年豊頃町一般会計補正予算第２号を令和４年７

月５日専決処分いたしましたので、同条第３項の規定に基づき、これを報告し承認を

求めるものであります。 

 一般会計補正予算書第２号、１ページを御覧ください。 

 第１条、歳入歳出予算の補正は既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８１

万１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６５億５,８０２万

６,０００円と定めるものであります。 

 補正の内容につきましては歳入歳出事項別明細書により、歳出から御説明いたしま

す。１０ページをお開き願います。 

 ２款総務費、１項総務管理費に自動車事故賠償金８１万１,０００円を追加。 

 次に、歳入につきましては８ページを御覧ください。 

 ２０款諸収入、５項雑入に自動車損害保険金８１万１,０００円を追加するもので
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あります。 

 以上でありますので御承認くださるよう、よろしくお願いいたします。 

●藤田議長 説明が終わりました。 

これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから承認第２号を採決します。 

 お諮りします。 

 本件は、これを承認することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、承認第２号は承認することに決定しました。 

 

◎ 報告第２号 

●藤田議長 日程第７ 報告第２号専決処分した損害賠償額の決定についてを議題と

します。 

 本件について、報告を求めます。 

 熊谷総務課長。 

●熊谷総務課長 議案書１３ページを御覧ください。 

 報告第２号専決処分した損害賠償額の決定について御説明いたします。 

先ほど承認第２号で御説明いたしました公用車の事故について、事故の相手方との

協議が整い、損害賠償額が決定したことから地方自治法第１８０条第１項の規定に基

づき、令和４年７月５日専決処分いたしましたので、同条第２項の規定に基づき報告

いたします。 

損害賠償の内容については１４ページを御覧ください。 

１、事故発生日時。 

令和４年４月４日、午後３時３０分頃。 

２、事故発生場所。 

大津１１４番地先、道道大津旅来線路上。 

３、事故の概要。 

町公用車である患者輸送車が大津線で大津方面に走行中、前方注意を怠り左車輪が
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道路から逸脱、道路に戻りきれず大型視線誘導標に衝突、車両左前部を破損、誘導標

が４５度程傾斜、同乗者１人が肘や膝を打つけがをした。 

４、事故の相手方。 

道路管理者、北海道知事鈴木直道。同乗者 1 名。 

５、損害賠償額。 

８１万１１６円であります。  

 以上、報告いたします。 

●藤田議長 報告第２号専決処分した損害賠償額の決定についてを審議します。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 １番石田議員。 

●１番石田議員 ただいま、専決処分の報告がなされました。専決処分については、

理解をさせていただきますが、この公用車の事故に関して、安全運転管理等体制につ

いてお伺いをしたいと思います。 

 まず、被害に遭われた方は町民だと思いますが、被害者へのお見舞いを心から申し

上げたいなというふうに思います。 

この事故当時の被害者への初期対応といいますか、被害者への対応と処置がどうな

されたのか。また、運転者である職員の対応についてお伺いをしたいと思います。 

●藤田議長 丹羽福祉課長。 

●丹羽福祉課長 ただいまの事故についての初期対応について御答弁申し上げます。 

 ４月４日の事故発生当日、すぐ職員のほうから報告を受けまして、その後、事故に

遭われた方については病院にすぐ受診していただきまして、その後、保健師とともに

状況の確認をしに、その後の対応について逐次、御両親とともに報告を受けながら対

応をしてきた状況でございます。先ほど受診については２回ということで完治し、今

は通常どおり御本人の活動にいそしんでいるというふうに聞いております。 

以上です。 

●藤田議長 熊谷総務課長。 

●熊谷総務課長 職員のことについてでございますが、豊頃町職員の交通法規、違反

者等の処分基準に基づきまして、同乗者の方、完治した後に６月９日に町の基準に基

づき処分をしております。 

 以上でございます。 

●藤田議長 石田議員。 

●１番石田議員 公用車の安全運転につきましては、先日も静岡県で幼稚園児が送迎

車両に取り残されて、痛ましい事故に遭われたということでございます。これらにつ
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きましても安全運転と運転管理体制、これがやはり大きな原因ではなかろうかと思い

ます。 

本町におきましても、町民が利用している公用車等につきましては児童・生徒の利

用するスクールバス、それから町民用の町営バス、それと今回の件にありました患者

輸送車、そして委託しているコミュニティバス等がありますけれども、町民が安心し

て利用できるような、そういう運行体制が必要でなかろうかと今後思います。安全運

転管理の体制と職員の周知徹底はどのように図られているのか、その点についてお伺

いしたいと思います。 

●藤田議長 熊谷総務課長。 

●熊谷総務課長 日頃から、職員が集まる機会や全体庁議などにおきまして、安全運

転の励行については周知徹底しているところでございますが、今回この事故を受けま

して、何度もさらに回数を増やしまして全体庁議などで、理事者等から安全運転の徹

底を管理職を通して職員に周知しているところでございます。 

 今後におきましても、さらなる周知徹底してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

●藤田議長 石田議員。 

●１番石田議員 事故が起きると大変なことになります。まして、町民の生命を守ら

なければならない、そういう公用車両でありますので、今後においても十分な周知徹

底と運行管理が行われることを期待しております。 

 現在、公用車に付いているドライブレコーダーでありますけれども、この装着率が

まだ１００％にはなっていないと思うのですが、このような事故の発覚した場合の前

後の安全確認、そういうものを確認するためにも全車両にドライブレコーダーを装着

すべきではないかなと思いますけれども、その辺の考え方についてお伺いをして質問

を終わりたいと思います。 

●藤田議長 熊谷総務課長。 

●熊谷総務課長 御答弁申し上げます。 

大型車両や重機関係については以前からドライブレコーダーを付けさせていただい

ております。それと、６月に補正予算をいただきまして、一般の公用車も残った公用

車の半分程度の予算をいただきまして、ドライブレコーダーを付けさせていただいて

いるところです。残り半分につきましてですが、今までの考えでは来年度予算と思っ

てはいたのですけれども、石田議員の御指摘もございますし、これから検討いたしま

して、早めに付けられるものなら付けていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

●藤田議長 ほかに質疑ありませんか。 
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 ６番大崎議員。 

●６番大崎議員 関連なのですが、ただいま、損害賠償金額、上程されました。８１

万１,０００円ということですが、その中では同乗者のお一人がけがされていますよ

ね。この方のお見舞いとか、そういう制度の中ではされた内容として理解していいで

すか。 

●藤田議長 熊谷総務課長。 

●熊谷総務課長 当然、治療費も含まれておりますが、本人の休業補償の部分につい

ても補填されております。 

 以上でございます。 

●藤田議長 ほかに質疑ありませんか。 

 これで質疑を終わります。 

 したがって、報告第２号は報告済みとします。 

 

       ◎ 議案第４７号 

●藤田議長 日程第８ 議案第４７号豊頃町名誉町民の決定についてを議題としま

す。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 按田町長。 

●按田町長 議案書７ページを御覧ください。 

 議案第４７号豊頃町名誉町民の決定につきまして、提案の趣旨について説明をいた

します。 

 本案につきましては前豊頃町長であります宮口孝氏を本町名誉町民とすることにつ

いて御同意をいただきたく、豊頃町名誉町民条例第４条第１項の規定に基づき、議会

に提案をするものであります。 

議案説明書１９ページをお開きください。 

 このたびの、名誉町民として推挙いたします宮口孝氏の経歴及び事績を掲載してご

ざいます。 

宮口孝氏は、昭和３８年４月に豊頃町役場に奉職され、昭和５６年１２月に自治大

学校を卒業。平成元年５月からは豊頃町助役を３期１２年務められ、その後、民間企

業等にて要職に当たり、平成１７年４月の豊頃町長選挙に立候補され、当選。令和３

年４月まで４期１６年、豊頃町長として町政発展と産業振興、そして町民の福祉向上

に努められました。豊頃町奉職から特別職を含めて約５５年の間、地方自治及び行政

運営に携わり、第１次産業を基幹とした本町の基盤を関係団体とともに築いた功績は

誠に大きく、また、お人柄についても皆様も御承知のように、広く町民に親しまれ、
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信頼の厚い方であり、豊頃町名誉町民条例第２条第１号に規定される資格要件、本町

の行政、産業及び経済等の発展、もしくは学術技芸及び教育等、文化の興隆その他福

祉の増進に貢献し、その功績が卓絶であり、深く町民の尊敬を受ける者とされている

ことから、その資格は十分な方であると思ってございます。 

 このことから、本年６月１０日に豊頃町名誉町民審査委員会に諮問させていただ

き、慎重審議の上、異論なく推挙決定の答申をいただいたところであり、このたび、

提案をさせていただきました。なお、御同意を得られたならば、本年１１月２日に予

定しております豊頃町功労者表彰式におきまして、本町４人目の名誉町民としての称

号の贈呈式を取り運びたいと考えてございます。 

 以上、本案につきまして、御同意賜りますよう、よろしく御審議のほどお願いを申

し上げます。 

●藤田議長 説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論ありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第４７号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり、決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４７号は原案のとおり可決されました。 

●藤田議長 １１時１５分まで休憩いたします。 

午前１１時０１分 休憩 

午前１１時１５分 再開 

●藤田議長 休憩前に引き続き、会議を進めます。 

 

       ◎ 議案第４０号 

●藤田議長 日程第９ 議案第４０号令和４年度豊頃町一般会計補正予算（第３号）

についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 熊谷総務課長。 
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●熊谷総務課長 議案第４０号令和４年度豊頃町一般会計補正予算（第３号）につい

て御説明いたします。 

 補正予算書１ページを御覧ください。 

 第１条歳入歳出予算の補正は既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億

６６５万４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６８億６,

４６８万円と定めるものであります。 

補正の主な内容につきまして、歳入歳出事項別明細書により歳出から御説明いた

します。１４ページをお開き願います。 

 ２款総務費１項総務管理費において、１０目簡易郵便局費に二宮簡易郵便局舎移転

改修工事２,８００万円を追加するなど計３,２８１万８,０００円を追加。 

 １６ページ。２項徴税費に軽ＪＮＫＳ対応システム改修委託業務１５４万円を追

加。 

３項戸籍住民基本台帳費に住基ネットシステムサーバメモリ増設委託業務４０万

２,０００円を追加。 

３款民生費１項社会福祉費において、１目社会福祉総務費に燃料券交付１５６万円

を追加。７目後期高齢者医療費から道後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金１,

１９５万８,０００円を減額するなど。１８ページ、計８１８万６,０００円を減額。 

 ２項児童福祉費において、２目子育て支援費に保育補助員報酬１１２万８,０００

円を追加するなど、計３４６万９,０００円を追加。 

４款衛生費、１項保健衛生費において、２０ページ、３目保健指導費に新型コロナ

ウイルスワクチン接種事業２７９万２,０００円を追加するなど計４５１万２,０００

円を追加。 

２項簡易水道費において、町外水道区域者助成金１６０万円。２２ページ、簡易水

道特別会計繰出金１,５２７万７,０００円、計１,６８７万７,０００円を追加。 

 ５款農林水産業費１項農業費において、２目農業総務費に経営継承・発展等支援事

業補助金３００万円、持続的畑作生産体系確立緊急対策事業補助金１億８,０２９万

４,０００円を追加するなど、計１億８,４０５万６,０００円を追加。 

 ２項畜産業費に家畜自衛防疫組合補助金１００万円を追加するなど、計２１８万

１,０００円を追加。 

 ２４ページ。３項林業費に、豊かな森づくり推進事業補助金６２万円を追加。 

４項水産業費に秋サケ資源増大緊急支援事業２,２８２万５,０００円を追加するな

ど、計２,２９７万５,０００円を追加。 

６款商工費１項商工費において、１目商工総務費にプレミアム付特別商品券発行事

業補助金９４５万６,０００円、物産直売所緑化工事３００万円を追加するなど計１,
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４０５万６,０００円を追加。 

２６ページ。７款土木費２項道路橋梁費において、１目道路橋梁維持費に牛首別山

手支線舗装工事３４０万円、牛首別２号支線舗装工事４９０万円を追加。３目道路新

設改良費に建設機械格納庫外構工事４００万円、橋梁補修工事１,８００万円を追

加、幌岡第３幹線改良舗装工事２,３００万円を減額するなど、計１,５８７万円を追

加。 

３項住宅費にドリームタウン団地内道路改修工事３５０万円を追加。 

４款河川費に河川維持補修費２００万円を追加。 

２８ページ。５項施設費に公園施設管理費２５万２,０００円を追加。 

８款消防費１項消防費に一般備品５３万３,０００円を追加するなど計１０３万５,

０００円を追加。 

２項災害対策費にトンケシ緊急避難場所防災備蓄資材庫１７０万円、トンケシ緊急

避難場所ソーラーＬＥＤ街灯１２５万円を追加するなど、計３８８万円を追加。 

９款教育費２項小学校費に３０ページ、中央若葉町教員住宅設備改修工事９０万円

を追加するなど計２３０万円を追加。 

３項中学校費に修繕料２０万円を追加。 

４項社会教育費において、１目社会教育総務費に二宮報徳館資料室改修工事７０万

円を追加するなど計１０７万５,０００円を追加。 

５項保健費に、３２ページ、給食材料費７９万４,０００円を追加するなど計１２

２万２,０００円を追加。 

次に、歳入につきましては８ページを御覧ください。 

１款町税１項町民税に５,８０５万４,０００円を追加。２項固定資産税に２,９２

１万円を追加。１０款地方交付税１項地方交付税に普通交付税４,２００万円を追

加。１４款国庫支出金１項国庫負担金に新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担

金２７４万４,０００円を追加。２項国庫補助金に新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金２,５９１万５,０００円を追加するなど、計２,８４６万４,０００

円を追加。 

１０ページ、１５款道支出金２項道補助金に持続的畑作生産体系確立緊急対策事業

１億８,０２９万４,０００円、プレミアム付商品券発行支援事業費補助金９００万円

を追加するなど、計１億９,０８８万円を追加。 

１７款寄附金１項寄附金に地域福祉寄附金４０万５,０００円を追加するなど計５

０万５,０００円を追加。 

１８款繰入金１項繰入金から財政調整基金繰入金１億円を減額。１９款繰越金、１

項繰越金に前年度繰越金３,３５４万３,０００円を追加。 
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２０款諸収入４項受託事業収入に新型コロナワクチン予防接種料４万５,０００円

を追加。 

１２ページ、５項雑入に、介護保険特別会計繰出金精算返還金１９２万７,０００

円を追加するなど、計２２９万２,０００円を追加。 

２１款町債１項町債に二宮簡易郵便局舎移転改修事業２,５２０万円を追加するな

ど、計１,８９１万７,０００円を追加。 

次に、第２条地方債の補正につきましては４ページ、第２表地方債補正を御覧くだ

さい。 

臨時財政対策債の限度額を２,９７１万７,０００円に改め、公共施設等適正管理推

進事業債２,５２０万円を追加し、地方債限度額の総額を１６億７,７９１万７,００

０円に改め、定めるものであります。 

以上でありますので、よろしく御審議くださるようお願いいたします。 

●藤田議長 説明が終わりました。これから質疑を行います。 

歳入歳出事項別明細書により、歳入を款ごとに質疑を受けます。 

８ページをお開きください。 

１款町税。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １０款地方交付税。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １４款国庫支出金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １５款道支出金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １７款寄附金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １８款繰入金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １９款繰越金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２０款諸収入。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２１款町債。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳入全般について質疑を受けます。 
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 質疑ありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、歳出については項ごとに質疑を受けます。 

 １４ページをお開きください。 

 ２款総務費１項総務管理費、説明第１号。熊谷総務課長。 

●熊谷総務課長 予算説明書１ページをお開きください。 

 説明第１号二宮簡易郵便局舎移転改修工事の施工について説明いたします。 

 現在の二宮簡易郵便局舎は既に５０年が経過しており、老朽化が著しいため、二宮

報徳館の一部を改修し、二宮簡易郵便局を移転するため、移転改修工事を施工するこ

ととし、第２款総務費に予算を計上いたしました。 

 １、工事の概要は工事名、二宮簡易郵便局舎移転改修工事。工事予算額２,８００

万円。工事内容、（建築主体部）既存改修面積７０平米、出入口階段部７．２６平

米、合計７７．２６平米。（電気設備部）電灯・コンセント設備、空調・幹線設備

等、（機械設備部）給排水・給油設備、換気・消火設備等の施工を行うものでありま

す。 

 ２、契約の方法は指名競争入札により行います。なお、二宮報徳館全体の平面図を

２ページに、簡易郵便局の平面図を３ページに御示ししておりますので御参照くださ

い。 

 以上、御審議くださるよう、よろしくお願いいたします。 

●藤田議長 説明が終わりました。質疑を受けます。 

 質疑ありませんか。 

 ２番小笠原議員。 

●２番小笠原議員 総務費、１項５目地方振興費から８節の旅費でございますけれど

も、地方振興一般経費の中で、この旅費でございますけれども、この旅費について

は、第１２回全国和牛能力共進会また報徳サミットに関わる旅費とお聞きしておりま

すけれども、まずもって、全共でございますけれども、全共に関わる旅費の分として

何名の旅費なのか、それから報徳サミットについても何名の旅費なのかということ

と、それから何泊するのかということについても詳しくお聞かせ願いたいと思いま

す。 

●藤田議長 熊谷総務課長。 

●熊谷総務課長 御答弁いたします。 

 地方振興一般経費で見ている普通旅費というのは主に町長の旅費でございまして、

この中では全国和牛能力検定の共進会の旅費については町長の分１名分ということで
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ございます。５款に、ほかの職員の旅費は出てくると思っております。 

 以上でございます。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 この第１２回全国和牛能力共進会でございますけれども、本町か

らは２戸の畜産農家の方、牛がそれぞれ２頭、道代表として出陳されるわけでござい

ますけれども、町長は分かりました。この全国和牛能力共進会に他の職員さんは何名

ぐらい同行されるのかをお聞きいたします。 

●藤田議長 熊谷総務課長。 

●熊谷総務課長 御答弁いたします。 

 職員は２名派遣する予定でございます。 

 以上でございます。 

●藤田議長 ほかに質疑ありませんか。 

 １番石田議員。 

●１番石田議員 １０目の簡易郵便局費についてお伺いをしたいと思います。 

 工事予算額が２,８００万円ということで、ちょっと最初見たときに、金額が大き

いなと感じました。これらは建築主体、電気設備、機械設備等が入っておりますし、

補正でアスベスト調査も計上しておりますので、この部分も費用の工事内容に含まれ

ているのかなと思います。 

 建築主体部の床面積でありますけれども、出入口、階段部を含めて、７７.２６平

方メートル。坪数に換算しますと約２３.３坪になります。坪単価にしますと１１９

万８,０００円、約１２０万円ということになります。ちょっと改修のせいかもしれ

ませんが、資材の高騰、それから人件費の高騰等もあるでしょう。それにしても坪１

２０万円というのは高いのではないかなというふうに感じます。 

町営住宅におきましても、令和３年度においては坪大体９０万円から１００万円の

間の建築費でございますので割高になっているのかなと思いますけれども、これだけ

２,８００万円をかけるのであれば、新築もできるのではないかなというふうな工事

費用でありますけれども、新築するという選択肢はなかったのかどうなのかお伺いし

たいと思います。 

●藤田議長 熊谷総務課長。 

●熊谷総務課長 御答弁申し上げます。 

 石田議員おっしゃるとおり資材、人件費の高騰ということで高くなっております。

新築も業者とちょっとお話をしたりしたのですけれども、この２,８００万円かけて

も小さいものしかできないというふうに言われまして、今、一般住宅でも普通の木造

住宅でも坪大体１００万円を超えるような状態になってきております。 
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 それと、この郵便局につきましては、本町の公共施設で総合管理計画に載っており

まして、二宮報徳館と統合するという計画がもともとあります。この計画にのっとり

ますと、先ほど御説明しました公共施設等適正管理事業債というのが使えることにな

ります。そうすると、この費用の９０％充当率で、交付税の措置が半分ありますの

で、町の持ち出しが大体１,５００万円程度になるということで、統合のほうを選び

ました。ちなみに新築いたしますと、何の財政措置もなく２,８００万円丸々、一般

財源で手当しなければいけなくなるということでございます。 

 以上でございます。 

●藤田議長 石田議員。 

●１番石田議員 今の説明を聞いて理解をしましたけれども、やはり、いろいろな財

政措置があるから、そうせざるを得ないのかなというのも理解できます。 

 ただ、この額が額なだけに、将来的に考えるとコンパクトな局舎でもよかったので

はないかなと思いますが、そういう状況であるならば、やむを得ないなというふうに

思います。 

 また、今現在使われている現庁舎ですけれども、この庁舎についてはいずれ年数も

経過しているでしょうから、解体をしなければならないと思いますけれども、解体費

用が予算化されておりませんが、どのようなお考えなのかお伺いしたいと思います。 

●藤田議長 熊谷総務課長。 

●熊谷総務課長 御答弁申し上げます。 

 移転工事がこの補正予算、可決いただいてから発注となりまして、完成が２月末日

ということになっておりまして、オープンを４月１日と考えております。それで取り

壊しの予算につきましては来年度の予算で計上させていただきたいと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

●藤田議長 ほかに質疑ありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 次に進みます。 

 １６ページ、２項徴税費。 

 １番石田議員。 

●１番石田議員 徴税費、税務総務費の中に軽ＪＮＫＳ対応システムとありますが、

これはどんなシステムなのか御説明いただきたいと思います。 

●藤田議長 加藤住民課長兼会計管理者。 

●加藤住民課長兼会計管理者 答弁させていただきます。 

 今回、予算計上させていただきました軽ＪＮＫＳ対応システム改修業務ですが軽Ｊ
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ＮＫＳとは、軽自動車税納付確認システムの略称であり、内容につきましては軽自動

車車検用納税証明書の電子化を図るものです。つきましては本町の既存システムの改

修が必要となります。 

 改修後の流れとしましては本町で管理しております軽自動車の所有者、車両番号、

納税状況等のデータを軽自動車検査協会がオンラインで確認でき、これまで車検時に

提出していました納税証明書の提示が不要となるものです。 

 なお、稼働開始は令和５年１月４日でございます。 

 以上です。 

●藤田議長 ほかに質疑ありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 次に進みます。 

 ３項戸籍住民基本台帳費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３款民生費、１項社会福祉費。 

 １番石田議員。 

●１番石田議員 １目社会福祉総務費なのですが、扶助費で燃料券の交付１５６万円

があります。当初、福祉灯油等で２００万円、これは福祉灯油券を町民に交付してお

りますが、今回の燃料費交付金というのは、福祉灯油券に併せた交付になるのかまた

別のものなのか御説明いただきたいと思います。 

●藤田議長 丹羽福祉課長。 

●丹羽福祉課長 御答弁させていただきます。 

 燃料券につきましては、福祉灯油券とは別物で今年度限り、令和４年度限りの事業

でございます。コロナ禍における原油価格や物価高騰の影響が特に大きい一定の収入

以下の６５歳以上の高齢者世帯、障害者世帯及び生活保護世帯に１万２,０００円分

の燃料券を交付して生活困窮世帯の生活の安定を図るものでございます。こちら、燃

料ということで、ガソリン・軽油ということで想定しておりまして、ただ、高齢者の

中には自家用車をお持ちでない方がいらっしゃいますので、その方については灯油の

使用も可能ということで柔軟な対応を取らせていただきたいと考えております。 

 対象世帯につきましては、高齢者世帯１１０世帯、障害世帯４世帯、生活保護世帯

１６世帯の計１３０世帯に１万２,０００円分ということで、今回計上させていただ

いております。 

以上です。 

●藤田議長 石田議員。 

●１番石田議員 本年度限りの措置ということでありますので、対象者の調査と十分
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な周知を徹底していただきたいというふうに思います。 

●藤田議長 按田町長。 

●按田町長 今、議員からお話がありましたとおり、しっかりと周知徹底しながら対

応のほうをさせていただきたいと思います。 

 基本的には北海道が２分の１助成する事業として、事業のほう考えてございます。

やり方につきましては、町村それぞれ独自のやり方ということで、今回本町におきま

しては燃料券ということで福祉灯油に併せて交付させていただくというようなことで

考えております。しっかりと対応させていただきたいと思いますのでよろしくお願い

いたします。 

●藤田議長 ほかに質疑ありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 次に進みます。 

 ２項児童福祉費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４款衛生費、１項保健衛生費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２項簡易水道費。 

 ２番小笠原議員。 

●２番小笠原議員 ４款衛生費２項簡易水道費でございますけれども、この１８節の

負担金補助及び交付金でございます。 

 この新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金から、いろいろな用途に使

われているかと思いますけれども、まずもって町外水道区域者助成金でございます。 

 このことについては浦幌関係の水道というふうに聞いております。大豊   とい

う関係でございますけれども。この助成金については理解するところでございますけ

れども、例えば、自家用水、いわゆる井戸水等のことにも井戸水使用の方にも、こう

いう助成金が使われるという話も聞いておりまして、例えば自家用水での使用の目安

ですとか、いわゆる基本料金ですとか、また、例えば、井戸水を営業用ですとか団体

用ですとかそういった絡みで使用している区分については、どのように計算されてい

るのかお聞きいたします。 

●藤田議長 越谷施設課長。 

●越谷施設課長 御答弁申し上げます。 

 今、小笠原議員から質問ございました自家用水を利用している方につきましては、

町の一般簡易水道を利用して得られる基本料金を基としまして考慮し、助成するよう

な考えでございます。 
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 以上です。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 あくまでも一般用の水道料金の基本料金ということでよろしいの

でしょうか。 

●藤田議長 越谷施設課長。 

●越谷施設課長 議員おっしゃるとおり一般用として計上してございます。 

 以上です。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 町長から行政報告もありましたとおり、この上水道の基本料金の

半年免除でございますけれども、このことにつきましては、いわゆる物価高騰対策で

の水道基本料の全額免除かというふうになっております。町民の中には、やはり生活

支援という部分もあるのだとしたら、何ゆえに物価高騰対策も含め生活支援で水道使

用料なのかというような考え方を持っている方もおりまして、私にそういうような質

問をぶつけてくる町民もおりました。やはり、水道の基本料金を一律に一定期間免除

するというのは、やはり、その分のお金を給付するのと同じじゃないかと。そういう

ような考え方をしている人もおりまして、やはり、使用量の多い人には、また少ない

人にはそれなりに負担していただくという方向で考えるのが大原則だろうというよう

な考え方を申してくる人もおりまして、まずは生活支援いわゆる物価高騰対策、何ゆ

えに水道使用料の免除なのかということにつきまして、基本的な考え方を町長にお聞

きいたします。 

●藤田議長 按田町長。 

●按田町長 今、議員のほうからお話のありました件、基本的に施策１本１本見ても

町民の方全員に１００％理解を受けられるような形というのはなかなか難しいのかな

と思いながらも、施策を組みながらやっているというところです。今、議員言われる

のは、基本料金ではなくて使った量に応じて支援してくれてもいいのではないかとい

うような話なのかなというところでございますけれども、基本的には町民一律支援す

るという考え方の中では、事務量ですとかいろいろな部分を含めると、やはり基本料

金というところを免除するというところが一番なのかなというところで制度設計させ

ていただいたところでございます。従量分につきましては、それぞれ使う量というの

は一般でも営業でもいろいろな区分の中でそれぞれあると思いますので、そこは使い

方の形の中でいろいろ考えていかなければ、じゃあどこに上限を引くのかとか、いろ

いろな制約というか決まりをつけなくてはならないというところがございます。即効

性のある一番早いところで、どうやったらいいかというのはこの基本料金というとこ

ろが、私としてはいいのではないかという判断の下、こういった制度でやらせていた
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だきたいということでございます。 

 以上です。 

●藤田議長 小笠原議員に申し上げます。 

３回の制約がありますけれども必要な質問ですか。 

小笠原議員。 

●２番小笠原議員 ただいま、町長の基本的な考え方を聞かせていただきましたので

理解したところでございます。 

 町民も３,０００人超いる町でございますので、水道の減免につきましてもいろい

ろな考え方がございます。私もまた一般質問で作業用の水道のことについての部分に

ついてもまた質問させていただきますけれども、いずれにいたしましても、同じよう

な取組をまた帯広市もやるというような話も聞いておりますし、そういう部分につい

ての考え方があることで認識しましたので、どうもありがとうございました。 

●藤田議長 按田町長。 

●按田町長 それぞれ私のほうは考えるほうであって、議員皆様は地域のこと、いろ

いろなお話を住民の方、町民の方にお聞きするという御立場もあろうと思います。で

きる限り、町のほうも丁寧に住民のほうに周知徹底しながら間違いのないよう進めて

まいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

●藤田議長 ほかに質疑ありませんか。 

 ６番大崎議員。 

●６番大崎議員 この関連している内容なのですが、私は今議論されたように、本町

がこの水道料の基本料金という非常に町民には理解しやすい制度、これは生活支援と

いうのは当然なのですが、やはり経済対策として私はベストだと思って、直近のトラ

イとして非常に私は、これについて町民は若干そういうふうな物価高騰社会の中で

は、密かに喜びを感じていると思います。ただ、６か月というのが本町の方針です

が、これは６か月だと３月までですね。そうすると新年度令和５年度ということにな

ると、それらのこともこれを機会に含んでいろいろと予算編成も必要ではないのかな

と。これは緊急対策だと思いますが、もし、そういうようなことで理事者のほうで、

町長のほうで余力を感じながら、この対策をしていくという考え方については含んで

いるという理解でよろしいでしょうか。 

●藤田議長 按田町長。 

●按田町長 その減免、免除の期間の話でございますけれども、この６か月というの

は、当初２か月がいいのか３か月がいいのか５か月がいいのかという話の中で論議が

ありました。今回、物価高騰対策、燃油の高騰ですとか、一番これから灯油ですとか

そういった部分の需要期が来るという中では、この半年間がベストではないかという
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ことで、判断をさせていただいたというところでございます。 

 新年度からにつきましては、ひとまず、この６か月の状況、そしていわゆる物価

高、いろいろな社会情勢の判断をしながら、新年度予算、また検討していかなければ

ならないことかなと思ってございますので理解のほどよろしくお願いします。 

●藤田議長 大崎議員。 

●６番大崎議員 そのような考え方で推移していただくことについては非常に一町民

としてでも、それらについては安心、あるいは不安解消の一つかなというふうに思い

ます。 

 ただ、それに併せて、本町の１次産業というのは、やはり農業が中心なものですか

ら、併せて資材高騰に伴う飼料、肥料、餌とか肥やし、これらについて議論されると

思いますが、これも併せてやはり緊急対策経済行為としての方針を十分に関連機関と

協議して、そつのないような対応を希望したいと思いますが、それらについての心積

もりというのを最後にお聞かせいただけますか。 

●藤田議長 按田町長。 

●按田町長 農業関連ですとか経済関連の施策につきまして、今後国のほうからもい

ろいろな事業、出てくるような形やに聞いてございます。その辺、含めまして、既に

他町では頭出ししているところもありますけれども、状況等をしっかりと把握しなが

ら、また関係機関と協議を深めながら、できるだけ早い段階で対応できればなと考え

てございます。 

 以上でございます。 

●藤田議長 ほかに質疑ありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 次に進みます。 

 ２２ページ、５款農林水産業費、１項農業費。 

 １番石田議員。 

●１番石田議員 ２目農業総務費についてお伺いしたいと思います。 

 持続的畑作生産体系確立緊急対策事業、この事業内容について御説明いただきたい

と思います。 

●藤田議長 齋藤産業課長。 

●齋藤産業課長 答弁させていただきます。 

 本事業は畑作産地において、病害虫の発生リスクの低減や需要のある作物への転

換、労働力不足等の課題に対応するため病害抑制と需要に応じた生産拡大の両立、労

働負担軽減、環境に配慮した生産体系の確立や馬鈴薯の種子の安定供給の取組を支援

することを目的とした事業でございます。 
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●藤田議長 ほかに質疑ありませんか。 

 ７番大谷議員。 

●７番大谷議員 それで、どのような内容の事業をしようとしているのかお知らせ願

いたいと思います。 

●藤田議長 齋藤産業課長。 

●齋藤産業課長 本事業は昨年度まで畑作構造転換事業がございましたが、その事業

が終了しまして、その後継として本事業が今年度から実施されることとなっておりま

す。 

 事業内容としましては、畑作構造転換事業の内容に加えまして、種馬鈴薯緊急増産

事業や、てん菜からの転換事業など、新たに６つの事業が加えられております。事業

実施主体は市町村、農業者、農業者の組織する団体等が行うこととなっております。 

以上です。 

●藤田議長 大谷議員。 

●７番大谷議員 それは分かるけれども、具体的にどんな事業になるのかということ

なのですよ。 

●藤田議長 齋藤産業課長。 

●齋藤産業課長 主な事業としましては、馬鈴薯の緊急増産ということで機械の導入

とか、あと畑の改良に関係する事業があります。 

 以上です。 

●藤田議長 大谷議員。 

●７番大谷議員 馬鈴薯ばかりではないのではないでしょうか。 

 本当の細かい内容というものは、どういうふうな内容で取組に当たるというふうに

来ているのかどうか、その辺の問題です。 

●藤田議長 暫時休憩します。 

午前１１時５５分 休憩 

午前１１時５６分 再開 

●藤田議長 齋藤産業課長。 

●齋藤産業課長 御答弁申し上げます。 

 具体的に申しますと、機械の導入やポテトハーベスタ―とかＧＰＳのガイダンス、

そのほかにコンバインとか、あとマウントスプレーヤー等の機械の導入を予定してお

ります。 

 以上です。 

●藤田議長 大谷議員。 

●７番大谷議員 土地改良も入るとかって言っていたのですよね。今、言うと、それ



－ 33 － 

入ってないのだよね。何を答弁しているの。 

●藤田議長 暫時休憩します。 

午前１１時５７分 休憩 

午後 ０時００分 再開 

●藤田議長 休憩前に引き続き、会議を進めます。 

齋藤産業課長。 

●齋藤産業課長 御答弁申し上げます。 

 事業の中で、機械の導入のほかに土地改良でなくて、作物の転換の部分について事

業が承認されております。 

 具体的には、今減少しつつある、てん菜から種馬鈴薯への作物の転換事業でござい

ます。 

●藤田議長 ほかに質疑ありませんか。 

６番大崎議員。 

●６番大崎議員 質問者が納得しておりませんので、これについては午後からに再度

精査して答弁いただけませんか。 

●藤田議長 今、大崎議員から質問がありました。 

内容的には答弁の内容につきましては、答弁不足があるかと思います。 

よって、午後からの答弁に代えたいと思います。 

午後２時まで昼食等のため休憩いたします。 

午後 ０時０２分 休憩 

午後 ２時００分 再開 

●藤田議長 休憩前に引き続き、会議を進めます。 

会議に入る前に、会場内が暑くなっております。上着を脱いでの質問を許しますの

で、よろしくお願いいたします。 

それでは審議を再開いたします。 

齋藤産業課長。 

●齋藤産業課長 午前中の件につきまして御答弁させていただきます。 

 持続的畑作生産体系確立緊急対策事業の中身についてでございますが、本町からは

１６の事業実施主体が承認を受けております。事業費が３億８,３３０万６,３６５円

で、その事業費に対しまして１億８,０２９万３,９２５円が補助金として交付される

予定でございます。１５の事業主体がハード面である機械の導入、１事業実施主体が

ソフト面である、てん菜からの作物の転換、病害虫の抵抗品種導入の経費の支援と

なってございます。ハード面の１５の事業主体の機械の導入でございますが９事業主

体がポテトハーベスター等を入れる馬鈴薯に関係するもので６,３４９万８,０００
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円、馬鈴薯以外が６事業主体で９,６７９万６,０００円でございます。 

 以上です。 

●藤田議長 大崎議員。 

●６番大崎議員 先ほど、７番議員の質問回数がオーバーしたということで議長から

御指摘ありました。 

 したがって、私が改めて質問させていただきますが、ただいまの答弁の内容で私は

十分でないかなと、こう思いますので理解をいたしました。 

●藤田議長 ほかに質疑ありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 次に進みます。 

 ２項畜産業費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２４ページをお開きください。 

 ３項林業費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４項水産業費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ６款商工費、１項商工費。 

 ２番小笠原議員。 

●２番小笠原議員 ６款商工費、商工総務費からでございますけれども、１４節の工

事請負費でございますけれども、物産直売所管理費、工事請負費、物産直売所緑化工

事とはどのような工事かお聞きいたします。 

●藤田議長 鏑木企画課長。 

●鏑木企画課長 御答弁申し上げます。 

 この緑化工事でございますが、物産直売所西側でございます。この西側は、道の建

設発生残土を使用して敷地を拡張している場所でございます。今般、整地を行いまし

た土砂投入部分につきまして腐植酸吹きつけによる緑化を図るために提案するもので

ございます。 

 以上です。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 それは全面を芝生にするということで理解してよろしいでしょう

か。 

●藤田議長 鏑木企画課長。 

●鏑木企画課長 御答弁申し上げます。 
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 議員も御承知のとおり、一部既に芝生になっているところがございますが、今般行

うところにつきましては先ほど申し上げましたとおり、今、芝生が張られていない部

分、この部分についての緑化を行うということでございます。 

 以上です。 

●藤田議長 ほかに質疑ありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 次に進みます。 

 ２６ページをお開きください。 

７款土木費、２項道路橋梁費。 

 ２番小笠原議員。 

●２番小笠原議員 ７款土木費２項道路橋梁費の１６節公有財産購入費でございます

けれども、公有財産購入費、用地等買収費となってございまして、３５７万円が計上

されております。 

 これは町のどの辺りなのか、実際地図とかの添付がないので分からないわけでござ

いますけれども、このことについて御説明よろしくお願いいたします。 

●藤田議長 越谷施設課長。 

●越谷施設課長 御答弁申し上げます。 

 この用地の買収する場所ですが、茂岩東１条通りと言いまして、一番、十勝川沿い

の部分、道路のふちになりまして、一番分かりやすいのは多田建設さんの事務所があ

るのですけれども、それの川側のほうに小屋がありまして、それの北隣になる場所で

ございます。 

 以上です。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 これについては用地買収の例えば図面等の添付は必要ないのかど

うかのことについてお聞きいたします。 

●藤田議長 越谷施設課長。 

●越谷施設課長 金額的には買収する面積等そんなに大きいものでないので添付して

いなかったのですけれども、もし必要とあれば、後ほど図面等で説明させていただき

たいなと思います。 

●藤田議長 ほかに質疑ありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 次に進みます。 

３項住宅費。 

１番石田議員。 
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●１番石田議員 ドリームタウンの団地内道路改修工事でありますけれども、場所と

改修工事内容について御説明いただきたいと思います。 

●藤田議長 越谷施設課長。 

●越谷施設課長 御答弁申し上げます。 

 この工事に関しましては、ドリームタウン団地内の幹線道路でございまして、中央

コミセンから、元光の家族のほうへ向かいまして、太い道路がございます。そちらの

側の一番東側の部分で、やる内容としましては、歩道と縁石が凍上によりまして破損

している部分がＬＲ、両側ですね、道路の両側とも破損していますので、その部分を

１３０メートル弱ほど補修するような形で考えております。 

 以上です。 

●藤田議長 ほかに質疑ありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 次に進みます。  

４項河川費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５項施設費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ８款消防費、１項消防費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２項災害対策費。 

 ６番大崎議員。 

●６番大崎議員 予算についてのトンケシの節のところですが、この内容についてで

すね、災害備蓄資材ということで、資材を計画されているようですが、これはどうい

うものを収容しようとしているのか、その辺についてまずお聞きしたいと思います。 

●藤田議長 熊谷総務課長。 

●熊谷総務課長 御答弁申し上げます。 

 資材庫には、毛布、そしてここに書いてあります発電機、そして当初予算で見させ

ていただきました簡易トイレ、あと、保存水などを備蓄しようとしております。 

 以上です。 

●藤田議長 大崎議員。 

●６番大崎議員 そうしますと、先ほどの町長からの行政報告でも、最重点の項目に

４項目にあったのですが、トンケシの緊急避難箇所というのは大津地区の皆さんから

見れば、大変な避難、安心・安全の要素を持った、４１メートルぐらいになるわけで

すから、灯台のところまで。ですから、非常にここが力強い避難箇所だというふうに
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全体から見て感じるわけですね。ですから、それについての例えば万が一そういう地

震があって津波があったときの避難としては、やはり最低でも７２時間以上のそうい

う毛布は必要ですが、備蓄する食品、飲料、その他の医療関係の医薬品、それらにつ

いてもやはり、常備が必要ではないかなと私は感じます。したがって、そういうよう

な収納庫というふうに私は感じていたのですが、そういうものについては扱わないで

すか。 

●藤田議長 熊谷総務課長。 

●熊谷総務課長 御答弁申し上げます。 

 現在予定している資材庫はですね、備蓄食料を置くのにはちょっと冬場が対応でき

ないということで、その辺も含めまして、今後、例えば夏場は置くとか、そういうふ

うに今はちょっと氷点下になると備蓄食料も耐えられないものですから、その辺検討

してまいりたいと思っております。 

 以上です。 

●藤田議長 大崎議員。 

●６番大崎議員 災害について非常に今緊迫した心境状態に私自身あります。いつ起

きるのか、いつ津波が発生するのかということですね、全く安眠できないというのが

地域の人は当然だと思うのです。少なくとも大津には避難箇所として現在コミセンが

あります。それから１２メートルの築山もあります。そして国道３３６号の避難箇所

があります。今回、新たにトンケシもあります。 

 そういうようなことで、万難を排して地域の人の安全ということを確保するために

は、必要であろうと。偶然にというか、今待機できるというのはコミセンなのです

ね。そういう食料備蓄をできるというのは。夜具もそうです、医療機器も薬品もそう

かなと思います、これからは。そうすると、食料も先ほどの最低でも三日分は用意で

きないかというようなことと、２５０名の死傷者が予想されているという状況であれ

ば、大津全域です。したがって、それらに対しての今後、町長が非常に今本町は緊急

事態対策の災害の指定にもなるだろうというふうに今日申しています。 

したがって私は、そういう意味から見ると、今後のトンケシを含め、近隣セン

ター、イコール避難所になっているところの周辺というものから、ますます強固な体

制づくりというのが住民のために必要ではないかなと。こういうような感じがするも

のですから、オールマイティーでできるものの、その箇所のためにですね、今後どう

すべきかというところの考えを町長にお伺いして、３回目ですから質問は終わりま

す。 

●藤田議長 按田町長。 

●按田町長 その大津の避難所、トンケシにつきましてもそうですが、８月３日に道
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の想定が発表されたと、タイミングよく、大津で避難所の説明会を含めまして、させ

ていただいたところであります。一様に皆さんおっしゃっていたのは、やはり避難の

場所、避難路の確保というところは皆さんそれぞれ声を大きくして言われていたわけ

でありますし、これまでの町の対応についてもどうだっだのだという、ちょっと厳し

めな話もありましたが、ただ、皆さん、もう起こり得ることですから前向きにしっか

りやってくれよというようなことで住民の方にも地域の方の要望を聞いてきたという

ところでございます。そんな中で先ほど申しましたとおり、トンケシのほうは、道道

から何とか今の造っている道路のところにショートカットできないかということはこ

れから関係機関としっかり詰めながらというところでございますし、現在の国道３３

６号に抜ける道路、それにつきまして今、拡張工事、拡幅工事していますけれども、

あれもですね、早期に完成させていただいて、あと堤防、国道３３６号につながる堤

防ですね。あれについても、もともと、１回、十勝沖のときに崩れたりとかして、あ

と、堤防の幅を拡幅して、かつ、ある程度の震度には耐えられるような設計というこ

とで、開発建設部のほうには聞いていますから、道路に出るときにもっと出やすいよ

うな形というのを取れないのかというところも要望ありましたので、そこも考えてい

かなくては駄目だというところも勉強させていただいております。 

 あと、議員言われるとおりですね、一番やはり大津のコミセン、マックスの２２.

３メートルというのが来れば、津波が来ればあの施設も使いものにはならないという

ところなのですが、そこまでの想定ではなくて通常考えたときには、やはり皆さん、

一時避難は遠くに逃げるのでしょうけれども、そのあと、いろいろな地震で家屋の倒

壊だ何だという部分の中で、あそこに避難されるということもありますし、今回の被

害者数の想定というのはほとんど徒歩で逃げた場合が２５０人、ほぼ大津地域の方が

被害を受けるというような形が出てございます。徒歩の被害、車で行けるわけではな

いというところで考えますと、やはり、何かしら近いところにそういった施設という

のは必要なのかなというところも今回説明会もありましたし、その後、原課ともです

ね、その辺の話を詰めさせていただいております。具体的にはきっと、議員も避難タ

ワーでしたり、避難施設はどうなっているのだという話なのだろうと思います。その

辺も含めまして、既に避難タワーある町もありますし、避難艇と言いまして、カプセ

ルみたいなもので、来た時にそれに入って難を逃れるというようなものもあるやに聞

いております。それも、道内でもそういった施設をきちんと持っているところがあり

ますので、しっかりと勉強させていただきながら、ただ、あまりのんびりしてはいら

れませんので、そこは危機感を持って進めていきたいと、そのように思っています。 

 以上でございます。 

●藤田議長 ほかに質疑ありませんか。 
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（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 次に進みます。 

 ９款教育費、２項小学校費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３項中学校費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４項社会教育費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５項保健体育費。 

 ２番小笠原議員。 

●２番小笠原議員 ９款教育費５項保健体育費でございますけれども、学校給食費で

ございまして、１０節の給食材料費が７９万４,０００円で補正が組まれておりまし

て、これは聞くところによると食材費高騰分だということでございます。 

 世界的にも、日本中でも食品、食材の値上げが目立ってきている中、この情勢が今

後、給食費の値上げになるのではないかというふうに心配しております。来年度予算

に向けて、値上げがあるのかなというような考えも示しておりますので、その辺の考

え方を聞かせていただきたいと思います。 

●藤田議長 森教育課長。 

●森教育課長 御答弁申し上げます。 

 今回、給食材料費につきましては、今、議員おっしゃるとおり、物価高騰に係る分

につきまして、食材費が仕入れ値で前年比５％から１０％ほど上昇してございます。

この分につきまして、大体７％程度見込みまして計上させていただいてございます。 

なお今、本町の給食費につきましては、平成２１年度からずっと据え置きしている

状態にございまして、今後についても、この補正につきましては、コロナウイルス対

策の臨時交付金を活用しているところなのですが、国のほうからも保護者等に負担を

かけないようにということで、この補正と特定財源を活用して補正するものでござい

ます。 

 以上です。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 学校給食費の無償化も取り沙汰されている中でございまして、値

上げをせずに来年度予算においても今言われたような対策を取っていただけるよう、

よろしくお願いいたします。 

●藤田議長 森教育課長。 

●森教育課長 御答弁申し上げます。 
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 今後の物価高騰については先行き見通せない状況にあります。状況に応じて、給食

費に関しては状況を見据えながら慎重に検討していきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

●藤田議長 ほかに質疑ありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳出全般について質疑を受けます。 

質疑ありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 次に４ページをお開きください。 

 第２表地方債補正について質疑を受けます。 

 質疑ありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 それでは、本補正予算全般について質疑を受けます。 

 質疑ありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから議案第４０号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４０号は原案のとおり可決されました。 

 

       ◎ 議案第４１号 

●藤田議長 日程第１０ 議案第４１号令和４年度豊頃町介護保険特別会計補正予算

（第１号）についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 丹羽福祉課長。 

●丹羽福祉課長 補正予算書３５ページを御覧ください。 
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 議案第４１号令和４年度豊頃町介護保険特別会計補正予算（第１号）について御説

明いたします。 

 歳入歳出予算の補正については、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７

１３万６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億９,５４６

万４,０００円と定めるものであります。 

 このたびの補正は、令和３年度の介護給付金及び地域支援事業費に対して、国、

道、社会保険支払報酬基金から交付された額のうち、実績確定による超過額返還に伴

うものであります。 

 歳入歳出事項別明細書４４ページ、歳出から御説明いたします。 

 ５款諸支出金１項償還金及び還付加算金２目償還金に国庫支出金等精算返還金５２

０万８,０００円を追加。 

２項繰出金１目一般会計繰出金に一般会計繰入金精算返還金１９２万８,０００円

を追加いたします。 

 続きまして、歳入については４２ページを御覧ください。 

 ５款支払基金交付金１項支払基金交付金２目地域支援事業支援交付金に過年度分地

域支援事業支援交付金１４万８,０００円を追加。 

８款繰越金１項繰越金１目繰越金に、前年度繰越金６９８万８,０００円を追加い

たします。 

 以上でありますので、よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 

●藤田議長 説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 歳入歳出事項別明細書により、歳入を款ごとに質疑を受けます。 

 ４２ページをお開きください。 

 ５款支払基金交付金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ８款繰越金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳入全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、歳出についても款ごとに質疑を受けます。 

 ４４ページをお開きください。 

 ５款諸支出金。 

（ 質 疑 な し ） 
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●藤田議長 それでは本補正予算全般について質疑を受けます。質疑はありません

か。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

これから議案第４１号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４１号は原案のとおり可決されました。 

 

       ◎ 議案第４２号 

●藤田議長 日程第１１ 議案第４２号令和４年度豊頃町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 丹羽福祉課長。 

●丹羽福祉課長 補正予算書４７ページを御覧ください。 

 議案第４２号令和４年度豊頃町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につい

て御説明いたします。 

 歳入歳出予算の補正については、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１

０万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６,８９８万８,

０００円と定めるものであります。 

 このたびの補正は、後期高齢者医療保険一部負担金の改正に伴うシステム改修及び

北海道後期高齢者広域連合納付金事務費負担金の令和３年度分確定に伴う本年度分負

担金との差額精算によるものでございます。 

 歳入歳出事項別明細書５６ページ、歳出から御説明いたします。 

 １款総務費１項総務管理費にシステム改修３３万円を追加。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金１項後期高齢者医療広域連合納付金から事務費

負担金２７万７,０００円を減額。 

３款諸支出金１項償還金及び還付加算金に保険料還付金５万円を追加いたします。 

 続きまして、歳入については５４ページを御覧ください。 
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 ２款繰入金１項他会計繰入金に事務費等繰入金５万３,０００円を追加。 

４款諸収入２項償還金及び還付加算金に保険料還付金５万円を追加いたします。 

 以上でありますので、よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

●藤田議長 説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 歳入歳出事項別明細書により、歳入を款ごとに質疑を受けます。 

 ５４ページをお開きください。 

 ２款繰入金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４款諸収入。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳入全般について質疑を受けます。質疑ありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に歳出についても款ごとに質疑を受けます。 

 ５６ページをお開きください。 

 １款総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２款後期高齢者医療広域連合納付金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３款諸支出金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳出全般について質疑を受けます。質疑ありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 それでは、本補正予算全般について質疑を受けます。 

 質疑ありませんか。  

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

これから議案第４２号を採決します。 

 お諮りします。 
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 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４２号は原案のとおり可決されました。 

 

       ◎ 議案第４３号 

●藤田議長 日程第１２ 議案第４３号令和４年度豊頃町医療施設特別会計補正予算

（第１号）についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 丹羽福祉課長。 

●丹羽福祉課長 補正予算書５９ページを御覧ください。 

 議案第４３号令和４年度豊頃町医療施設特別会計補正予算（第１号）について御

説明いたします。 

 歳入歳出予算の補正については既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,

５７６万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６,６５５万

３,０００円と定めるものであります。 

 このたびの補正は豊頃町立豊頃医院及び大津診療所の令和３年度事業費決算に伴

う運営交付金の追加及び経営安定を図るための運転資金、貸付金の追加が主なもの

でございます。 

 歳入歳出事項別明細書６８ページ、歳出から御説明いたします。 

 １款医院費１項医院費１目医院管理費にオンライン資格確認導入３３万円を追

加。 

２目医院運営費に運営交付金４３万３,０００円、運転資金貸付金１,５００万

円、合わせて１,５４３万３,０００円を追加いたします。 

 続きまして、歳入については６６ページを御覧ください。 

 ３款繰越金１項繰越金に前年度繰越金５１万６,０００円を追加。 

４款諸収入２項支払基金交付金に保険医療機関等向け医療提供体制設備交付金２

４万７,０００円を追加。 

３項貸付金元利収入に運転資金貸付金１,５００万円を追加いたします。 

 以上でありますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

●藤田議長 説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。歳入歳出事項別明細書により歳入を款ごとに質疑を受け

ます。 

６６ページをお開きください。 
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３款繰越金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４款諸収入。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳入全般について質疑を受けます。質疑ありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に歳出についても款ごとに質疑を受けます。 

 ６８ページをお開きください。 

●藤田議長 １款医院費。 

 １番石田議員。 

●１番石田議員 ２目医院運営費についてお伺いしたいと思います。 

 貸付金で１,５００万円計上されておりますけれども、歳入のほうでも１,５００万

円計上されておりますが、一般会計の中では中小企業融資運用資金というのがありま

して、これは中小企業に対して融資を行うものでありますが、金融機関に一定の額を

預託をして金融機関から企業が借入れをするという制度でありますが、この医院にお

ける運転資金の貸付金、どういう場合の貸付金なのかお伺いをしたいと思います。 

●藤田議長 丹羽福祉課長。 

●丹羽福祉課長 御答弁いたします。 

 こちらの運転資金につきましては、当初ですね、運営交付金２,０００万円の運営

交付金で事業を運営していこうということで資金計画を管理者のほうで立てておりま

したが、今回外来患者の受診者数の伸び悩み等がありまして、資金繰りが厳しい状況

から今回運転資金の貸付金ということで計上させていただきました。 

先ほど議員おっしゃったように中小基金とは利子補給とは違いまして、こちらは町

が予算の範囲内で指定管理者に運転資金を貸付けするということで、貸付期間につき

ましては貸付けした日からその貸付けした年度に返していただくということで一括償

還していただくということになっております。そして貸付利息についても利率につい

ても無利子というふうになっております。 

 以上でございます。 

●藤田議長 石田議員。 

●１番石田議員 貸付金の内容については理解をいたしました。貸付金でありますけ

れども、通常、貸付金は条例規則等による定めが必要になってくるわけなのですが、

この貸付金の場合の何かそういう制度的なものがつくられて運用されるようになるの

か、その辺を伺いたいと思います。 
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●藤田議長 丹羽福祉課長。 

●丹羽福祉課長 本貸付金につきましては８月に豊頃町立豊頃医院及び豊頃町立大津

診療所運転資金貸付要綱を制定いたしまして、それに基づき今回、計上させていただ

いております。 

 以上です。 

●藤田議長 ほかに質疑ありませんか。 

 ６番大崎議員。 

●６番大崎議員 この運転資金の貸付金についてですが、一般的に企業経営しますと

こういう資金繰りについての対策もあるでしょう。しかし町立という名の下のクリ

ニックですから、今回先生が替わった、体制が変わったという中において、運転資金

が今理由として、何で貸付けの理由としてあったのかなというところを今お聞きしま

した。いわゆる外来患者の数が落ちたということです。これは何か原因がある。何か

が原因があるということについての問題点を探りたいというのは本音です。貸付けし

て年度内に、これを償還するということですが、今までの医療経営で貸付金という手

法を私は聞いたことがないのです。今までのドクターの経営の中では。 

ですから、そういう意味で何ゆえかというところのちょっと疑問があります。特に

経営内容、外来数が少数傾向だということになれば、何かの対策をしないと、またぞ

ろになりませんかというところも危惧するのです。その辺の掘り下げた内容というも

のが、もし分かった内容が範囲内であれば、その外来数が少なくなったというのは、

なぜかなというところがちょっと気になるのです。 

ですから、年度内ということはあと半年です。半年の中でそれが回復できるのかど

うかというところが中小企業の立場で考えると聞きたいというところ。聞きたいし、

改善策をやはりえぐらないといけないという感じもします。その辺の感想というか受

けた感覚、そういうものがあれば、詳細は失礼ですから必要ないと思いますが、そう

いうことが主ではないかなというところが、これだけなのかどうかというところを

ちょっと感じ取ったものの感想でも結構です。 

●藤田議長 丹羽福祉課長。 

●丹羽福祉課長 昨年の１１月から指定管理ということで、昨年は奥山先生のほうに

医師ということで担当していただきました。今年度から木下医師が管理者ということ

で、当たっていただいておりまして、現在の木下医師のスタンスとしましては、なる

べく患者の方に薬のほうの処方について減らしていくということで、かなり時間をか

けて診察をしているところでございます。 

 それと、やはり、患者数が減ったというのは大変申し訳ないのですが、前任の先生

のときにかなり患者が豊頃医院から離れた部分というか、その部分がなかなか戻って
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こないということで、それを今の現在の先生は苦慮しております。それを改善するた

めに自分の時間が空いているときに往診等をしながら地域医療のために努力している

というのが現状でございます。 

 あと、やはり、小児、子供たちの受診がちょっと少なくて、池田とか帯広に行く傾

向が多いということで、なかなか患者数が伸びないというのが現状ということで、今

現在捉えております。 

●藤田議長 大崎議員。 

●６番大崎議員 参考になるか、私は今、歯科にかかっています、豊頃の。掲示して

いるところ全部読ませてもらいました。多分、豊頃の歯科診療所は大津の診療所にも

関わっているでしょう。来年４月１日から曜日は１週間のうち２日です。外来患者に

回るから、休診になりますよという掲示があります。非常に企業努力していると思い

ます。 

ですから、私はそういうものを、この木下先生も考えていると思いますが、スタッ

フの関係があるからなかなか物理的に難しいかもしれない。しかし、やはり我々町民

としては安定された医療機関が永久にそこにあるということが精神的にも肉体的には

私は治療薬になるのだろうというふうに感じています。 

したがって、それらについても行政はお任せではなくて、そういうような町民一体

となって町立病院の再開、いわゆる貸付金というのはあまりいい名称でありません、

これは。ですから、それを早期にやはり我々も協力する体制をつくってですね、臨む

べきだなというふうに考えますので、それらについての理事者の考えもちょっとお聞

きしたいなと思います。 

●藤田議長 按田町長。 

●按田町長 内容的には議員おっしゃるとおりだと思います。やはり、こちらのほう

も町側としても任せきりでなくて、しっかりと患者さんも戻ってくるような体制含め

て組んでいく、しっかりとしていかないと駄目だというところは感じています。 

 まだ、今の木下先生、派遣で豊頃のほうに来ているというようなことでございま

す。協会のほうはまだ常勤医、決めかねておりましてですね、ちょっともっと早くし

てくれよという話はですね、しているところなのですが、なかなか見つからないとい

うことで、今努力はしていただいております。そういった中で、次の先生に引き継い

でいく上でも、開設当初から、それなりのお医者さん来ていただいて、これまでのと

ころは結構うまく改善してきてくれているというふうに私は感じております。あとは

言われるとおり、どういうふうに患者を引き戻してやっていくかというのは、指定管

理者の協会のほうに任せきりでも仕方がないというところは私も感じておりますの

で、しっかりさせていただきたいと。 
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また、この貸付金につきましても、当初、計画では当然、患者数もいろいろあった

のでしょうけれども、どうしても２,０００万円の中で、回しきれないところは自分

の協会の中でうまく融通しながらやっていたというところなのですが、その中でたく

さんいろいろなところに病院拠点ありますから、そういったところのやり方として、

関係している町のほうにこういったことをお願いしながら、できないかという御相談

があった中で、うちのほうも、では、そこはできる限り対応しましょうというような

ことで、今回こういった措置をさせていただいたというところなので、そこら辺の信

頼関係も含めまして、しっかりとつなぎを持って対応させていただきたいと、そのよ

うに考えております。 

 以上です。 

●藤田議長 ほかに質疑ありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 これで質疑を終わります。 

 それでは、本補正予算全般について質疑を受けます。質疑ありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから議案第４３号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４３号は原案のとおり可決されました。 

 

       ◎ 議案第４４号 

●藤田議長 日程第１３ 議案第４４号令和４年度豊頃町簡易水道特別会計補正予算

（第２号）についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 越谷施設課長。 

●越谷施設課長 補正予算書７１ページをお開き願います。 

 議案第４４号令和４年度豊頃町簡易水道特別会計補正予算（第２号）について御説

明いたします。 
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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１８１万２,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億６,６２０万１,０００円と定めるものでご

ざいます。 

 内容につきましては、歳入歳出事項別明細書により８０ページ、歳出から御説明い

たします。 

 １款総務費１項総務管理費、簡易水道一般管理費に水道使用料基本料金減免に伴う

システム改修の委託料として３０万円。負担金補助及び交付金に１５１万２,０００

円を追加するなど、合計１８１万２,０００円を増額するものでございます。 

 次に、７８ページ、歳入について御説明いたします。 

 １款使用料及び手数料１項使用料から、水道使用料現年度分として２,０２０万７,

０００円を減額。 

３款繰入金１項他会計繰入金に一般会計繰入金１,５２７万７,０００円を追加。 

 ４款繰越金１項繰越金に前年度繰越金６７４万２,０００円を追加補正するもので

ございます。 

 以上でありますので、よろしく御審議くださるようお願いいたします。 

●藤田議長 説明が終わりました。これから質疑を行います。 

歳入歳出事項別明細書により歳入を款ごとに質疑を受けます。 

７８ページをお開きください。 

１款使用料及び手数料。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３款繰入金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４款繰越金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳入全般について質疑を受けます。質疑ありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、歳出についても款ごとに質疑を受けます。 

８０ページをお開きください。 

 １款総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑ありませんか。 

それでは本補正予算全般について質疑を受けます。質疑ありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 
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●藤田議長 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから議案第４４号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４４号は原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第４５号 

●藤田議長 日程第１４ 議案第４５号年末年始の休業日の見直しに伴う関係条例の

整理に関する条例の制定についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 熊谷総務課長。 

●熊谷総務課長 議案書１ページを御覧ください。 

議案第４５号年末年始の休業日の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例の制定

について御説明いたします。 

本案は役場業務の休業日について十勝管内全市町村において国や北海道の休業日に

合わせて統一される方向性が示されていることから、本町においても令和４年から年

末年始の休業日を変更するため、関係条例について必要な改正を行うものでありま

す。 

条例制定の主な内容について説明いたします。議案説明書は１ページを御覧くださ

い。 

第１条豊頃町有バスの運行に関する条例の一部改正については、同条例第３条にお

いて年末年始の運休日の規定を、第２条豊頃町職員の勤務時間その他勤務条件に関す

る条例の一部改正については、同条例第９条において職員の年末年始の休日の規定

を、第３条豊頃町職員の給与に関する条例の一部改正については、同条例第１４条に

おいて年末年始の休日勤務手当の規定を、第４条豊頃町会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例の一部改正については、同条例第６条において、年末年始の休

日勤務に係る報酬の規定を、第５条豊頃町福祉活動拠点施設条例の一部改正について

は、同条例第４条第２号において拠点施設の年末年始の休館日の規定を、「１２月２

９日から翌年１月３日まで」に改め、第６条豊頃町営住宅の設置及び管理条例の一部
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改正については、同条例第１７条第２項、第７条豊頃町特定公共賃貸住宅の設置及び

管理条例の一部改正については同条例第１３条第２項、第８条豊頃町地域優良賃貸住

宅の設置及び管理条例の一部改正については、同条例第１３条第２項において家賃の

納付の規定から、「又は１２月３１日から翌年の１月５日まで」を削除するものであ

ります。 

なお附則として、本条例の施行期日を公布の日からと定めるものであります。 

以上でありますので、よろしく御審議くださるようお願いいたします。 

●藤田議長 説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第４５号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４５号は原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第４６号 

●藤田議長 日程第１５ 議案第４６号豊頃町職員の育児休業等に関する条例の一部

改正についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 熊谷総務課長。 

●熊谷総務課長 議案書３ページを御覧ください。議案第４６号豊頃町職員の育児休

業等に関する条例の一部改正について御説明いたします。 

 議案説明書９ページ、説明第２号を御覧ください。 

 本案は働きながら育児や介護がしやすい環境整備をさらに進めるため、令和３年８

月に人事院の「妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のために講じる措置」等にかか

る意見の申出を踏まえ、国家公務員に係る規定の改正内容に準じて、地方公務員の育

児休業等に関する法律が改正されたことに伴い、非常勤職員を含めた職員が育児休業

等を取得しやすい環境を整備するため、一般職及び非常勤職員等の育児休業の取得要
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件を緩和するほか、人事院規則に準じ条項及び文言など所要の改正を行いたく提案す

るものであります。 

 主な改正内容について説明いたします。 

 第２条第２号、取得できる非常勤職員の要件の改正では、育児休業を取得すること

ができる非常勤職員の要件から、在職期間１年以上の要件を廃止。産後８週以内に育

児休業を取得しようとする場合、更新等の見込みの期日を８週間と６か月を経過する

日に要件を緩和。子の１歳到達日の翌日を開始日とする要件を、任期の更新日等を開

始日とできるよう緩和。 

第２条の３第３号、非常勤職員の休業取得日の要件（１歳以降）の改正では、子が

１歳から１歳６か月の間に取得する場合における１歳到達日の翌日を開始日とする要

件を、配偶者の休業期間に合わせ、当該非常勤職員が取得する場合に開始日を限定せ

ず、夫婦交代で柔軟に任意日から取得できるよう要件を緩和。 

 第２条の４、非常勤職員の休業取得日の要件（１歳６か月以降）の改正では、子が

１歳６か月から２歳の間に取得する場合における１歳６か月到達日の翌日を開始日と

する要件を配偶者の休業期間に合わせ、当該非常勤職員が取得する場合に開始日を限

定せず、夫婦交代で柔軟に任意日から取得できるよう要件を緩和。 

 第３条第５号、一般職について再度の育児休業取得に係る要件の改正では再度の育

児休業取得に係る育児休業等計画書の申出及び復帰後３か月以上の期間経過の規程を

削除。 

 第３条第７号、再度の取得に係る非常勤職員等の更新の取扱いの改正では、再度の

育児休業取得に係る特別の事情に関し、任期を定めて採用された職員について非常勤

職員同様に任期の更新等があった場合の規定を整備。 

 なお、附則として第１条に本条例の施行期日を令和４年１０月１日とし、第２条に

経過措置として、この条例の施行日前に改正前の第３条第５号に規定する計画を任命

権者に申し出た場合にあっては、同号の規定はこの条件施行後もなおその効力を有す

ることを定めるものであります。 

 以上でありますので、よろしく御審議くださるようお願いいたします。 

●藤田議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

６番大崎議員。 

●６番大崎議員 ちょっと学習していないから分からないのですが、こういう育児休

業された場合の該当者、これは本町でもおありだと思います。これについてのこの該

当する人方の処遇というのは休んでいる間、どういうような形になるのか説明いただ

けますか。 
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●藤田議長 熊谷総務課長。 

●熊谷総務課長 育児休業期間中の給与というのはないのですが、手当というか共済

組合からある程度の金額を補填されることになっております。 

 以上です。 

●藤田議長 大崎議員。 

●６番大崎議員 確認ですが、そうすると、この休業中については本町の予算の人件

費ではなくて、共済から交付されるというか支給、代替えするということですか。そ

ういう解釈でいいのですか。理解します。 

●藤田議長 熊谷総務課長。 

●熊谷総務課長 大崎議員がおっしゃるとおり、給与の補填として共済組合のほうか

ら支給されるということでございます。 

●藤田議長 ほかに質疑ありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから議案第４６号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４６号は原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第４８号 

●藤田議長 日程第１６ 議案第４８号工事請負契約の締結についてを議題としま

す。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 熊谷総務課長。 

●熊谷総務課長 議案書９ページを御覧ください。議案第４８号工事請負契約の締結

について御説明いたします。 

 このたび、茂岩高台線ロードヒーティング改修工事の請負契約を締結することにつ

いて、豊頃町議会の議会に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条

の規定により、予定価格が５,０００万円以上であることから議会の議決を求めるも
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のであります。 

１、工事名、茂岩高台線ロードヒーティング改修工事。 

２、契約の方法、指名競争入札であり８月１８日に執行しております。 

 ３、契約の金額、７,５１８万５,０００円（内消費税等相当額６８３万５,０００

円）。 

 ４、契約の相手方、中川郡豊頃町中央新町１０２番地３、有限会社十勝開発、代表

取締役松本司。 

なお、工期につきましては、契約日から令和４年１１月３０日までとなっておりま

す。 

以上でありますので、よろしく御審議くださるようお願いいたします。 

●藤田議長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第４８号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４８号は原案のとおり可決されました。 

 

       ◎ 休会の議決 

●藤田議長 日程第１７ 休会の議決の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 議案等精査のため、９月９日から同月１２日までの４日間、休会としたいと思いま

す。御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、９月９日から同月１２日までの４日間、休会とすることに決定しまし

た。 
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       ◎ 散会宣告 

●藤田議長 以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 本日は、これで散会します。 

午後 ３時４分 散会 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定により署名します。 

 

 

   議  長 

 

 

 

   署名議員 

 

 

 

   署名議員 

 

 


